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２０２３年度 学校関係者評価委員会報告書 
 

埼玉県理容美容専門学校 
学校関係者評価委員会  

 
 埼玉県理容美容専門学校 学校関係者評価委員会は、２０２２年度における評価委員会を下記のとお

り開催し、学校関係者評価を実施しましたので報告致します。 

 
開催日時  ２０２３年 ６月１６日（金） 

 
出 席 者  学校関係者評価委員 ７名 

佐伯 鋼兵 … 株式会社 佐伯紙工所 代表取締役 
(委員長)    さいたま商工会議所 名誉会頭 
塚本 一雄 … 元 文教大学 非常勤講師 元さいたま市立中町小学校 校長 
丹野 泰久 … 元 一般社団法人 埼玉県専修学校各種学校協会 事務局長 
浜野 洋子 … 埼玉県美容技術協会 指導講師 

さいたま商工会議所 女性部長 
岡本 春雄 … 埼玉県美容業生活衛生同業組合 川口支部長 
渡邉 彰人 …  埼玉県理容生活衛生同業組合 理事 

本校理容科 卒業生 
          齋藤 一郎 … 前 埼玉県理容生活衛生同業組合 副理事長 

           
本校教職員  ４名 

増村 信雄 … 校長 
島田 美紀 … 学校本部長 
本橋 孝則  … 教務課主幹 

浦野 智子 … 参与 
欠 席 者  学校関係者評価委員 １名 

 帆足 光代 … 株式会社 帆足ビジネスコンサルタント 取締役 
埼玉県なぎなた連盟 会長 
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 審議事項 
２０２２年度における本校の学校運営に対する「自己評価結果報告書」（平成２５年３月文部

科学省生涯学習政策局発行「専修学校における学校評価ガイドライン」に準拠して作成）をも

とに、本校教職員からの自己評価に関する説明、及びそれに対する評価委員からの質疑や意見

として審議を進める。 

 
「１.学校の教育目標」については、いずれも妥当なものであり、この目標に沿った学校運営

が行われていることが認められる。 

 
「２.本年度に定めた重点的に取り組むことが必要な目標や計画」では、２０２２年度は「新

型コロナウイルス感染症」の蔓延が 3 年目を迎え、少し落ち着きが見えては来たものの、感染

対策の徹底による学生の安全確保と授業運営の両立を図りながら、無事学生を卒業・進学させ

ることが最優先課題となる。 
また、２０２２年４月「浦和新校舎」への移転を完了し、通常業務を執行し、教育環境の充

実整備が図られている。こうした中でより洗練された学びや教育の内容の満足度を高めること

が今期の目標であると考える。 

 
「３.評価項目の達成及び取組状況」については、各項目につき、前年度との比較検証をしな

がら評価を行う。 

 
（１）教育理念・目標 

  本校は、理容師・美容師資格の取得を目的とした学校ではあるが、ただ資格を取れば良

い、国家試験に合格すれば良いというだけでなく、一般社会人としての素養や社会的な経験

から学ぶ機会を持つことを教育目標として学生指導を行っている。 
  また、業界団体との連携を基に第一線で活躍する現職の理容師・美容師にも講師を依頼

し、現在の業界で必要とされる理容・美容の活きた知識や技術の修得に努めていただきた

い。 

   
（２）学校運営 

  学校運営については、その方針や事業計画の策定、組織や諸規程の整備、情報の公開等、

これまでの評価と同様に、適正な運営が行われている。 

  ２０２２年度は、３年続く新型コロナウイルス感染に対して、感染拡大防止対策を最優先

に実施した。その為年度の途中で授業計画の変更を柔軟に行いつつ、学生の修得すべき知識

と技術を学ぶための時間数はしっかり確保されている。また、Web を利用した遠隔授業のス

タイルも定着し、コロナ陽性あるいは濃厚接触者となっても学生は授業に参加する事で学習

が担保された。この計画の実施状況については、臨機応変に望み、理事会・評議員会に報告

し承認を得、関係 各所への報告も円滑に実施した。また、迅速に対策を立てた結果、本校か

らクラスターを出すことなく在校生を進級、卒業させることができた。 

  今後とも、適正かつ円滑な学校運営を進めていただきたい。 
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（３）教育活動 
  理容師・美容師の資格取得に向けた指導体制を確立し、その結果を出していること、また

業界団体等と連携し、実践的な職業教育を行っていること等は、これまでと同様に高く評価

できる。 
さらに、教育課程編成委員会や本委員会を設置することにより、そこでの審議内容等を、

評価体制や理容師・美容師資格取得について体系的なカリキュラム編成に活かされている。

また、学生が実務実習等の職業理解を深めたうえで業界団体にて活躍する理容師・美容師に

講師を依頼し現場の活きた技術の習得に努めている。今後とも、教員の資質向上を図ると共

により実践に即した職業教育指導を進めていただきたい。 

 
（４）学修成果 

  学生の就職先は多岐にわたり、多方面からのアプローチにより早期の就職率向上が図られ

理容師・美容師資格の取得については、理容科９５％、美容科１００％の合格率を達成する

等、その成果はこれまで同様に高く評価することが出来る。 
また、退学率についても、複数の教員が学生の状況把握に努め、保護者との密接な連絡や

協力体制により低減に取り組んでいるが、今後、今まで以上に複雑な環境の学生が見込まれ

る為、学生生活委員会などを設置し減少に努めていただきたい。 
コロナ禍での web 利用が増え、ＳＮＳなどコミュニケーションの拡充がとれた事により卒

業生や企業との情報交換が活発化したことが分かる。また、在校時よりキャリア支援プログ

ラムを実施し、学生の就職に対する意識を高めるとともに卒業後も転職や離職時の相談に乗

れる体制を整えている等、常に教育活動の改善に努めていると評価できる。今後も継続して

行っていただきたい。 

 
（５）学生支援 

  就職に関する支援体制は、キャリアガイダンスの実施や学生の個別相談にも対応し、きち

んと整備されていることが確認できる。 
  経済的な支援体制についても、これまで行われてきた経済的支援に加え、文部科学省の

「高等教育の修学支援制度」の対象校となり、教育訓練給付金等の公的資金援助も含めたよ

りきめ細かなサポート体制を継続していることが分かった。その他に衛生環境対策としてア

ルコール消毒薬等を不足しないよう学校各所に配置するなど継続支援をしていることが分か

った。 
  また、学校と保護者との関係においては、インターネットを利用した連絡体制の整備を、

迅速かつ適切に行っている。特に入学前から保護者説明会などを通じ、本校の教育方針や資

格取得及び就職についての説明を、学生・保護者それぞれに対し行い、学校としての姿勢を

周知させ、その方針に従った学生の教育指導を行うことにより、学生・保護者双方からの信

頼を得ていることは高く評価できる。 
卒業生についても、前述のように進路変更やキャリアアップについて卒業後も継続して支

援を行っており、来校しなくても Web で相談できる体制を実施していることは、コロナ禍で
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高く評価できる。 
こうした学生や卒業生、保護者からの信頼は、学校として教育指導を行っていく上での根

幹となるものであり、今後とも学生や卒業生に対する支援、保護者との連携を継続・強化し

ていただきたい。 
（６）教育環境 

  施設や設備については、新校舎移転とともに教育上の必要性に十分対応できる最新設備を

整え充実した教育環境が実現した。 
  実務実習についてはコロナウイルス感染症により期間短縮にて実施した。今後とも実施に

あたっては、実のある研修となるように内容を検討していただきたい。 
また、防災体制については、毎年度防災訓練を実施し、災害時の対応や避難訓練を行って

いること、災害時用の備蓄も計画的に進めていることを確認した。今後とも、防災に対する

体制を整備していただきたい。 

 
（７）学生の受入れ募集 

  学生募集活動では、高校でのガイダンスにおいても、保護者向け説明会や個別相談におい

ても、必要な情報を正確に伝えている。 
特に学生納付金については、通常徴収する学費等の全額を公表していると共に、教材費等

の徴収額が、実際の経費より多かった場合には、卒業時に精算して差額分を返金している。 
これらのことは以前から実施していることであり、学校ホームページ等による積極的な情

報公開は本校の募集活動が公正に行われているものとして高く評価することができる。 

 
 
（８）財務 

月次毎に会計事務所の精査を受け、年１回の会計監査も、会計事務所の立会いの下、２名

の監事により行われ、適正に執行されている。浦和校舎移転を完了し、今後さらに安定した

財務基盤づくりが必要であろう。 
財務情報については、埼玉県情報公開条例の規定に基づき、ホームページ上に公開してい

ることからも、その透明性を評価することができるものとなっている。 
今後とも、健全な学校経営と情報の公開を続けていただきたい。 

 
（９）法令等の遵守 

専修学校設置基準や理容師養成施設指定規則・美容師養成施設指定規則、その他関係法令

等を遵守し、適正な運営を行っていることは評価できる。 
個人情報の保護についても、外部からの不正侵入に対するネットワーク・セキュリティの

強化と、個々のパソコンについてのセキュリティの強化を進めていることから、その対策を

講じていると評価することができる。 
自己評価については、その結果をホームページ上に公開しているとともに、それに対する

評価と問題点の改善についても、本委員会の報告として公開している。 
今後とも本委員会での審議事項等を、本校の改善に役立てていただきたい。 
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（１０）社会貢献・地域貢献 

本校では、県の「夢を見つける！リアル体験教室」に参加し、夏休みの小学生の体験学習

や、埼玉県内の中学・高校からのインターンシップ事業への協力依頼を受けて職業訓練教育

を実施した。地域社会への学校施設を利用した貢献や、対面によるボランティア活動も感染

対策を十分に行って実施することができた。 

 
 
    総じて、本校における学校運営は適正なものであり、自己評価も概ね妥当なものである。 
    学校での教育には、家庭や地域・社会との結びつきが必要であるが、本校の場合には、それ

らに加えて業界との連携も重要となる。その点では、本校の努力が認められる。 
また、コロナ禍にあって、Web 授業、学生への支援や Web ガイダンスによる就職活動など

を行っており学生の卒業・進級を最優先に進めてこられたことが分かる。 
経済情勢や最近の学生の変化を受け止め、学生一人一人の細やかな指導を教職員全員で行う

など今後ともより良い教育指導を行う為にさらなる検討を重ねられたい。 

 
 
 
 
 
    本委員会での審議の結果は報告書としてまとめ、全評価委員の了承を得た上で本校ホームペ

ージ上に公開する。 

 
以上 


